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Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成28年12月９日付で提出した有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うた

め、訂正届出書を提出いたします。

 

Ⅱ．【訂正の内容】

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

 

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成29年１月13日　　当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始（予

定）

 

＜訂正後＞

平成29年１月13日　　当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始

 

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（平成28年10月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成28年10月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ハ）委託会社の概況

①　資本金　2,218百万円（平成29年８月末現在）

（略）

⑤　大株主の状況（平成29年８月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

 

（１）投資方針

＜訂正前＞

（略）

（ロ）投資態度

 

運用プロセス
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（略）

①　（略）

②　株式価値の分析

Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの各地域の株式運用グループ＊およびグローバル株式運

用グループ＊がボトムアップ・リサーチした結果をもとに、グローバルＣＢ運用チームが投資対象とな

る日本の企業の持続的成長力および株価の割安度、割高度等を分析します。

③　信用リスクの分析

Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバル債券運用グループ＊からの情報を活用し、

グローバルＣＢ運用チームが企業の信用リスクを分析し、債務不履行となるリスクの高い企業を投資

対象から排除します。

外部調査機関の信用情報に偏重することなくＪ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント独自の調

査を利用し、投資銘柄から債務不履行の可能性があるものを極力排除します。

④　投資銘柄の決定

グローバルＣＢ運用チームは、前記②・③の結果を踏まえ、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジ

メントにおける各地域の株式運用グループ、グローバル株式運用グループおよびグローバル債券運用

グループの調査結果も参考にし、投資銘柄を決定します。

グローバルＣＢ運用チームは、投資銘柄を決定する際に、主に以下の点を重視します。

・　ＣＢの価格水準、株価との連動性、転換対象となる株式の株価見通し、ＣＢの発行企業の信用

力等のＣＢ固有の要素、ＣＢの発行企業の成長性および安定性等

⑤　（略）

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

（ロ）投資態度

 

運用プロセス

（略）

①　（略）

②　株式価値の分析

Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントの各地域やグローバルの株式運用グループ＊がボトム

アップ・リサーチした結果をもとに、グローバルＣＢ運用チームが投資対象となる日本の企業の持続

的成長力および株価の割安度、割高度等を分析します。

③　信用リスクの分析

Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントのグローバルの債券運用グループ＊からの情報を活用

し、グローバルＣＢ運用チームが企業の信用リスクを分析し、債務不履行となるリスクの高い企業を

投資対象から排除します。

外部調査機関の信用情報に偏重することなくＪ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメント独自の調

査を利用し、投資銘柄から債務不履行の可能性があるものを極力排除します。

④　投資銘柄の決定

グローバルＣＢ運用チームは、前記②・③の結果を踏まえ、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジ

メントにおける各地域やグローバルの株式運用グループおよびグローバルの債券運用グループの調査

結果も参考にし、投資銘柄を決定します。

グローバルＣＢ運用チームは、投資銘柄を決定する際に、主に以下の点を重視します。

・　ＣＢの価格水準、株価との連動性、転換対象となる株式の株価見通し、ＣＢの発行企業の信用

力等のＣＢ固有の要素、ＣＢの発行企業の成長性および安定性等
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⑤　（略）

 

（以下略）

 

 

（３）運用体制

＜訂正前＞

・　当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制

以下は、当ファンドの運用開始日から投資することを予定しているマザーファンドにおける運用体制

です。

①　（略）

②　各地域の株式運用グループ、グローバル株式運用グループ、グローバル債券運用グループ、グロー

バル戦略委員会およびマルチ・アセット・ソリューションズはＪ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジ

メントに属する運用会社間で横断的に組織され、各資産やグローバルな戦略に対する調査・分析を

行っているグループ・委員会です。マルチ・アセット・ソリューションズのグローバルＣＢ運用チー

ム（約10名）は他のグループから情報の提供を受け、同チームのＪＰモルガン・アセット・マネジメ

ント（ＵＫ）リミテッドに所属するポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの実際の投資判断

を行います。

（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成28年９月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

・　当ファンドの主要投資先であるマザーファンドにおける運用体制
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①　（略）

②　各地域やグローバルの株式運用グループ、グローバルの債券運用グループ、グローバル戦略委員会

およびマルチ・アセット・ソリューションズは、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マネジメントに属す

る運用会社間で横断的に組織され、各資産やグローバルな戦略に対する調査・分析を行っているグ

ループ・委員会です。マルチ・アセット・ソリューションズのグローバルＣＢ運用チーム（約10名）

は他のグループから情報の提供を受け、同チームのＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）

リミテッドに所属するポートフォリオ・マネジャーがマザーファンドの実際の投資判断を行います。

（略）

（注２）前記の運用体制、組織名称等は、平成29年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（以下略）

 

 

３【投資リスク】

 

（１）リスク要因

＜訂正前＞

（略）

③　為替変動リスク

　　マザーファンドは、外貨建資産に投資しますが、為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変

動によりマザーファンドの信託財産の価値が変動します。

「日本ＣＢファンド」は、実質的に保有する外貨建て資産について対円での為替ヘッジを行います

が、その場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、米ドル等の為替ヘッ

ジの対象となる通貨の短期金利が円の短期金利より高い場合、金利差相当分の費用がかかります。

（略）

④　金利変動リスク

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

③　為替変動リスク
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　　マザーファンドは、外貨建資産に投資しますが、為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変

動によりマザーファンドの信託財産の価値が変動します。

「日本ＣＢファンド」は、実質的に保有する外貨建て資産について対円での為替ヘッジを行います

が、為替ヘッジを行った場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、米ド

ル等の為替ヘッジの対象となる通貨の短期金利が円の短期金利より高い場合、金利差相当分の費用がか

かります。

（略）

④　金利変動リスク

（以下略）

 

原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク（１）リスク要因」の末尾に記

載される参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制

＜訂正前＞

運用委託先におけるリスク管理

以下は、当ファンドの運用開始日から投資することを予定しているマザーファンドにおけるリスク管

理体制です。
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以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、ＪＰモルガン・アセット・マネ

ジメント（ＵＫ）リミテッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部門が

以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。

 
（略）

（平成28年９月末現在）

 
（略）

 

その他のリスク管理

マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産

の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、

投資者の換金に極力影響が生じないよう管理します。

 

＜当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在

的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細＞

　（略）

投資者の利益を害することとなる

潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置

（略） （略）

当ファンドおよびマザーファンドにおけ

る有価証券取引等の、委託会社等の関係

会社である証券会社等に対する発注

　社内規程に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考慮

して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式に

ついては、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直した

うえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券会

社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券会

社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認していま

す。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最良

の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部門

が確認しています。なお、当ファンドおよびマザーファンドが関係会社

である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額（手数料相当額が取

引の価格に織り込まれているものを除きます。）は、当ファンドの運用

報告書で開示されます。

マザーファンドにおいて保有もしくは取

引する有価証券または当ファンドの受益

権の、委託会社等またはその関係会社の

役職員による売買等の取引

　委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程に基

づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付け

られており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場合

のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引内

容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、マザーファンドにおいて取

引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認します。

マザーファンドにおける有価証券取引等

の発注と、委託会社等が運用する他の運

用資産における有価証券取引等の発注

を、束ねて一括して発注すること（一括

発注）

　一括発注は、社内規程に定める条件の下に行われ、その約定結果は社

内規程に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コンプ

ライアンス部門は、配分結果が社内規程にしたがって公平になされたか

どうかをモニタリングします。

マザーファンドの運用担当者（ポート

フォリオ・マネジャー、アナリスト等）

が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会

社等に対するマザーファンドにおける有

価証券等の発注、または有価証券の発行

体の発行する有価証券のマザーファンド

での組入れ

　委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として

社内規程に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務があ

ります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の接

待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄の

有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。

委託会社等またはその関係会社と取引関

係のある有価証券の発行体が発行する有

価証券にかかる議決権のマザーファンド

における行使

　マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規

程に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという原

則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行使

の前にその内容が社内規程に沿っているか確認します。

マザーファンドと、委託会社等が運用す

る他の運用資産間において行う有価証券

等の取引（クロス取引）

　有価証券届出書提出日現在、社内規程によりクロス取引は原則として

禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程を変更

して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件を満

たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことをコン

プライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。
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委託会社による当ファンドの受益権の取

得申込みおよび換金

　委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内

規程に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金時

期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しないよ

うに行います。また、財務部門が、社内規程にしたがった取得申込み等

が行われていることをモニタリングします。

 

＜訂正後＞

運用委託先におけるリスク管理

　以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、ＪＰモルガン・アセット・マネ

ジメント（ＵＫ）リミテッドにおけるものです。同社においては、運用部門から独立した以下の部門が

以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。

 
（略）

（平成29年６月末現在）

 

（略）

 

その他のリスク管理

　　マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、投資資産の流動性が低下することにより投資資産

の換金等が困難となる事態に備え、当ファンドにおける申込みおよび換金に伴う入出金を日々把握し、

受益者による受益権の換金に極力影響が生じないよう管理します。

 

＜当ファンドまたはマザーファンドにおいて行われることがある、投資者の利益を害することとなる潜在

的なおそれのある取引が、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の詳細＞

　（略）

投資者の利益を害することとなる

潜在的なおそれのある取引の内容
投資者の利益を害しないことを確保するための措置

（略） （略）

当ファンドおよびマザーファンドにおけ

る有価証券取引等の、委託会社等の関係

会社である証券会社等に対する発注

　社内規程等に基づき、各証券会社等の調査能力、売買執行能力等を考

慮して、発注先として選定する証券会社等を定期的に見直します。株式

については、前記で選定した証券会社への予定発注量も定期的に見直し

たうえで、リスク管理部門とインベストメント・ダイレクターが各証券

会社への実際の発注量を定期的にモニタリングし、関係会社である証券

会社に対し合理的な理由なく多量に発注されていないことを確認してい

ます。株式以外については、関係会社であるかどうかに関わりなく、最

良の取引条件となる証券会社等に発注しているかをコンプライアンス部

門が確認しています。なお、当ファンドおよびマザーファンドが関係会

社である証券会社に対し支払った売買委託手数料の額（手数料相当額が

取引の価格に織り込まれているものを除きます。）は、当ファンドの運

用報告書で開示されます。

マザーファンドにおいて保有もしくは取

引する有価証券または当ファンドの受益

権の、委託会社等またはその関係会社の

役職員による売買等の取引

　委託会社等の役職員による有価証券の売買等の取引は、社内規程等に

基づき原則としてコンプライアンス部門の事前承認を得ることが義務付

けられており、利益相反をうかがわせる事実がないことが確認できた場

合のみ承認がなされます。また、取引後にコンプライアンス部門が取引

内容を精査し、役職員の取引の時期・銘柄が、マザーファンドにおいて

取引されたものと重なる等の利益相反が生じていないことを確認しま

す。

マザーファンドにおける有価証券取引等

の発注と、委託会社等が運用する他の運

用資産における有価証券取引等の発注

を、束ねて一括して発注すること（一括

発注）

　一括発注は、社内規程等に定める条件の下に行われ、その約定結果は

社内規程等に基づき、発注のあった運用資産間で公平に配分します。コ

ンプライアンス部門は、配分結果が社内規程等にしたがって公平になさ

れたかどうかをモニタリングします。

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/78



マザーファンドの運用担当者（ポート

フォリオ・マネジャー、アナリスト等）

が贈答、茶菓の接待等を受けた、証券会

社等に対するマザーファンドにおける有

価証券等の発注、または有価証券の発行

体の発行する有価証券のマザーファンド

での組入れ

　委託会社等の役職員が贈答、茶菓の接待等を受けた際は、原則として

社内規程等に基づきその内容をコンプライアンス部門に報告する義務が

あります。コンプライアンス部門は、当該報告に基づき、贈答、茶菓の

接待等を受けたことが、特定の証券会社等への取引の発注や特定の銘柄

の有価証券の組入れにつながっていないことをモニタリングします。

委託会社等またはその関係会社と取引関

係のある有価証券の発行体が発行する有

価証券にかかる議決権のマザーファンド

における行使

　マザーファンドで保有する有価証券にかかる議決権の行使は、社内規

程等に基づいて、当ファンドの受益者の経済的利益に最も資するという

原則の下に行われます。インベストメント・ダイレクターは、議決権行

使の前にその内容が社内規程等に沿っているか確認します。

マザーファンドと、委託会社等が運用す

る他の運用資産間において行う有価証券

等の取引（クロス取引）

　有価証券届出書提出日現在、社内規程等によりクロス取引は原則とし

て禁止されています。今後、クロス取引を行う場合には、社内規程等を

変更して投資者の利益を損ねることのない一定の条件を定め、当該条件

を満たすクロス取引のみを行うこととし、当該条件の逸脱がないことを

コンプライアンス部門がモニタリングする体制を構築する予定です。

委託会社による当ファンドの受益権の取

得申込みおよび換金

　委託会社による当ファンドの受益権の取得申込みおよび換金は、社内

規程等に則り、取得申込みの目的および金額、受益権の保有期間、換金

時期等について一定の制限を設けて、一般的な投資者の利益を害しない

ように行います。また、財務部門が、社内規程等にしたがった取得申込

み等が行われていることをモニタリングします。

 

 

原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク（２）投資リスクに関する管理

体制」の末尾に、以下の内容が追加されます。

 

＜追加＞

ＪＰモルガン・アセット・マネジメントにおける利益相反の開示について

委託会社を含むＪＰモルガン・アセット・マネジメントは、ファンド（ＪＰモルガン・アセット・マネジ

メントが設定、設立、運用等を行っている投資信託等のファンドをいい、当ファンドを含みます。以下この

項において同じ。）と、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントの間において利益相反が生じる可能性を認

識しており、その内容は以下のとおりです。

 

ファンドへの投資には、いくつかの実際の利益相反または潜在的利益相反が伴います。たとえば、委託会

社等のファンドの運用を担当する者（以下「アドバイザー」といいます。）やその関係会社（この項におい

てあわせて「ＪＰモルガン」といいます。）は、様々な異なるサービスをファンドに提供します。ファンド

はＪＰモルガンに報酬を支払います。その結果、ＪＰモルガンには、ファンドとの取り決めをする動機があ

り、その動機とファンドの最良の利益とのバランスをとろうとして、ＪＰモルガンは利益相反に直面しま

す。ＪＰモルガンは、他の顧客の投資顧問会社としてサービスを提供する場合も、利益相反に直面し、他の

顧客のために、アドバイザーがファンドのために行った投資判断とは異なる投資判断を行ったり、あるいは

アドバイザーがファンドのために行った投資判断にマイナスの影響を与えるような投資判断を行うことがあ

ります。さらに、アドバイザーの関係会社は、幅広い各種サービスと金融商品を顧客に提供しており、ファ

ンドが現に投資しているか、将来投資する可能性のある世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要

な参加者です。ある場合においては、サービスや金融商品を顧客に提供することにより、これらの関係会社

の活動は、ファンドにとっての不利益や制約となったり、これらの関係会社にとっては利益になったりしま

す。アドバイザーは、ファンドのために有価証券を取引するアドバイザーの能力にマイナスの影響を及ぼす

可能性のある、いわゆるインサイダー情報を入手することがあるかもしれません。ＪＰモルガンとファンド

は、十分適切に利益相反を防止し、制限し、軽減できる方針と手順を採用しています。さらに、例外が適用

されない限り、これらの利益相反を引き起こす活動の多くは、法律によって制限されており、禁止されてい

ます。利益相反の詳細については、後記「潜在的利益相反」をご覧ください。

 

潜在的利益相反
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ＪＰモルガンは、多数の投資一任運用サービスおよび投資助言運用サービスならびに金融商品を、機関投

資家顧客と個人投資家に提供しています。さらに、ＪＰモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその

顧客に提供する多角化された投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、今後投資する

可能性のある、世界的な通貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。投資者には、以下に記さ

れている、ＪＰモルガンが投資運用サービスの運営にあたって直面することがある、潜在的および実際の利

益相反を、慎重に確認していただく必要があります。ＪＰモルガンとファンドは、以下に述べる利益相反を

防止し、制限し、軽減するように合理的に設計された方針と手順を採用しています。また、例外が適用され

ない限り、これらの利益相反を引き起こす行為の多くは法律によって制限されているか、または禁止されて

います。

 

この記載は、起きうる潜在的な利益相反の完全な列挙または説明ではなく、またそれを意図したものでも

ありません。

 

複数の顧客のための代理行為　一般に、複数の顧客に投資運用サービスを提供して、随時、異なる投資アド

バイスを異なる顧客に提供する場合、アドバイザーは利益相反に直面します。たとえば、アドバイザーが運

用する資産または口座（以下「他の口座」といいます。）が、ファンドが保有する有価証券と同じ有価証券

を空売りする場合、空売りが当該有価証券の市場価格が下がる原因となれば、アドバイザーは空売りを行っ

た他の口座のためにファンドの運用成果を害したとみなされることがあります。さらに、一つ以上の他の口

座が、ファンドが投資している金融商品または有価証券の発行体が発行する、別の種類の金融商品または有

価証券に投資する場合、利益相反が起こることがあります。ある状況では、ファンドが投資している発行体

について、他の口座においては異なる投資目的があったり、または権利を求めたり実行する可能性があり、

これらの活動がファンドに悪い影響を与える可能性があります。たとえば、ファンドがある発行体の債券を

保有し、他の口座が同じ発行体の株式を保有する場合に、その発行者が財務上または営業上の難局を経験し

たときは、ファンド（債券を保有する）は発行体の清算を求めるかもしれず、他方で他の口座（株式を保有

する）は発行体の再建を選択するかもしれません。そのうえ、ファンドが投資する発行体は、ファンドから

の投資資金を、ＪＰモルガンまたは他の口座に対する債務の返済につながる結果になる、借換や資本構成の

再編成を行うために使うかもしれません。そのような借換または再編成の後、当該発行体の業績が向上しな

ければ、ファンドの運用成績は影響を受けますが、他の口座はもはや当該発行体に対し投資していないの

で、運用成績に影響がありません。利益相反は、破たんする発行体については大きなものとなります。債務

超過、破産、再編または類似した手続きに関連して、ＪＰモルガンまたは他の口座が保有する他の権利や行

動または立場によって、ファンドが取ることができる立場または行動が（適用される法、法廷その他によっ

て）制限されることがあります。

 

他の口座が保有するポジション（持ち高）により、ファンドが保有するポジションの価値や価格が希薄化

したり、ファンドが保有するポジションと関連した投資戦略の効果が薄れてしまったり、あるいはそのよう

な価値、価格または投資戦略にマイナスの影響を及ぼすこともあります。たとえば、このような状況は、

ファンドのための投資判断が、アドバイザーが異なる投資戦略に従う他の口座のために行う、またはアドバ

イザーの関係会社がその顧客の口座のために行うポートフォリオにおける投資決定のためにも使用される、

企業調査等の情報に基づいて行われる場合に生じることがあります。他の口座またはアドバイザーの関係会

社が運用する口座が、ファンドのためのポートフォリオにおける投資決定または戦略と類似した、ポート

フォリオにおける投資決定または戦略を先だってまたは同時に実行する場合、（ポートフォリオにおける投

資決定が同じ企業調査の分析またはその他の情報から由来する否かを問わず）、市場への影響、流動性の制

約または他の要因によりファンドにとって不利な投資結果となる可能性があり、そして、そのようなポート

フォリオにおける投資決定または戦略を実行する費用は増える可能性があり、あるいはそれ以外にファンド

にとって不利な結果となる可能性があります。

 

ファンドに適切である投資機会は他の口座にとっても適切である場合があり、ファンドが望むとおりに、

それらの投資の配分を全てまたは一部分受けられるという保証はありません。アドバイザーは、成功報酬ま
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たはより高い運用報酬を支払い、かつファンドと同一または類似の運用戦略を採用するかまたはファンドと

ほぼ同様の資産に投資する他の口座を運用しているため、そのことがアドバイザーが（例えば、有価証券の

取引にあたって）より高い報酬を支払う可能性のある口座を有利に扱う動機となることがあります。

 

また、ＪＰモルガン、その取締役、役員または従業員も、自身の口座またはＪＰモルガンの自己勘定にお

いて、有価証券の売買等の取引をすることができます。ＪＰモルガンは、自己の裁量の範囲内で、顧客口座

のために行ったものと（時点または投資決定もしくは行動の性質を含め）異なる投資決定や投資行動を、自

己の勘定について行うことができます。さらに、アドバイザーは、ＪＰモルガンまたはその従業員が自己の

口座、アドバイザーの自己勘定口座、アドバイザーの関係会社の自己勘定口座、またはアドバイザーの関係

会社の顧客口座のために売買した有価証券と同一のものを、アドバイザーの顧客口座のために売買する義務

を負いません。ＪＰモルガンとその取締役、役員および従業員は、自身の口座または自己勘定にとって有利

となる、収入を得る等の動機があるため、利益相反に直面します。

 

一部のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーは、ファンド・オブ・ファンズと類似

の運用戦略を採用する単独運用の口座のポートフォリオ・マネージャーであるため、当該ファンド・オブ・

ファンズの投資対象ファンドの保有資産の状況を知り、また当該投資対象ファンドの投資戦略および投資手

法についての知識を有することがあります。したがって、そのようなポートフォリオ・マネージャーは、投

資先ファンドへの投資配分のタイミングおよび金額の決定、ならびに投資先ファンドの選択にあたって、利

益相反に直面します。また、ＪＰモルガンは、ある手数料を免除する場合、その免除により運用成績が向上

する場合に、利益相反に直面します。

 

複数の業務機能での行為　ＪＰモルガンは、幅広い各種サービスと金融商品をその顧客に提供する多角化さ

れた投資サービス提供会社であり、ファンドが現に投資しているか、投資する可能性がある、世界的な通

貨、株式、商品、債券等の市場への主要な参加者です。ＪＰモルガンには通常これらの活動により報酬を得

ることができますが、ファンドはそのような報酬を得ることはできません。サービスと金融商品をファンド

以外の顧客に提供する際に、ＪＰモルガンは、一方でファンドのために推奨したり実施したことと、他方で

ＪＰモルガンの他の顧客のために推奨したり実施したことに関し、随時利益相反に直面します。たとえば、

ＪＰモルガンは、多数の米国内外の人々および政府と、銀行業務およびその他の金融・アドバイス業務にか

かる関係があり、そのような関係をさらに発展させようと努めています。ＪＰモルガンはまた、世界中で企

業の潜在的な買い手と売り手に対し、アドバイスの提供・代理を行っています。ファンドは、ＪＰモルガン

が代理するまたはＪＰモルガンと銀行業務もしくはその他の金融業務の関係がある企業に、投資しているか

投資しようとすることがあります。また、ＪＰモルガンのある顧客は、ファンドを含むＪＰモルガンが利害

関係を持つ法人等に投資することがあります。その顧客にサービスを提供する際に、ＪＰモルガンは、ファ

ンドまたはファンドにおける投資と競争関係にあるか、さもなければ悪影響を与える行動を推奨することが

あります。そのような関係がファンドが特定の取引を行うのを妨げることがあり、ファンドにおける投資の

柔軟性を阻害することもあることも、ご理解いただく必要があります。

 

ＪＰモルガンは、ファンドに対して投資運用、資産保管、管理、会計処理、受益者管理その他のサービス

を提供することにより補助的利益を得ており、そのようなサービスをファンドに提供することは、様々な関

係者とＪＰモルガンの関係を強化し、さらなる事業開発を容易にし、ＪＰモルガンがさらなるビジネスを得

て追加の収益を生み出すことを可能とする可能性があります。

 

ファンドに悪影響を与える参加　ＪＰモルガンがある市場へ参加することにより、または特定の顧客のため

のＪＰモルガンの行動により、ファンドが当該市場で取引することが制限され、ＪＰモルガンは関係する利

益に関して利益相反に直面することがあります。たとえば、ファンドと別のＪＰモルガンの顧客がそれぞ

れ、ある発行体の資本構成の異なる部分に投資する場合、債務処理の過程で「債務不履行事由（イベント・

オブ・ディフォルト）」を引き起こすべきかどうか、または、投資からどのように離脱するかの決定は、利

益相反となることがあります。前記「複数の顧客のための代理行為」もご参照ください。
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優遇措置　アドバイザーは、特定のファンドまたは他の口座に関して、他のファンドに関して受領するより

も多くの報酬を受領することがあり、または特定の口座における運用成績が一部分反映して算出される報酬

を受領することがあります。このことは、それらの口座を有利に取り扱う動機をアドバイザーとそのポート

フォリオ・マネージャーに提供することとなり、利益相反を生じます。実際のまたは潜在的な利益相反は、

ポートフォリオ・マネージャーが複数の口座またはファンドに運用責任を持っている場合にも生じ、例えば

それぞれのファンドまたは口座の運用に向ける時間や注意が不平等になることがあります。

 

発注の配分と一括　潜在的利益相反は、有価証券取引の発注の一括や、有価証券取引または投資機会の配分

にあたっても生じます。ＪＰモルガンには、取引または投資する機会を特定の口座またはファンドに割り当

てようとする動機があるため、一括発注された取引の配分（特に流通量が限られているために部分的にしか

約定が成立しなかった場合）、および投資する機会の配分においては、潜在的な利益相反が生じます。たと

えば、ＪＰモルガンには、その運用する口座を有価証券の公募に参加させる動機がありますが、それは当該

参加によりＪＰモルガンへの当該公募における有価証券の全体的な配分を増やすこととなり得るためです。

また、ＪＰモルガンがあるファンド・オブ・ファンズの運用を行うと共にその投資先ファンドも運用する場

合、ファンド・オブ・ファンズの資産を投資先ファンドに配分するときには、ある種の潜在的利益相反に直

面します。たとえば、ＪＰモルガンには、ファンド・オブ・ファンズの資産を、新しい投資先ファンドの設

定時の当初資金とするために配分したり、または規模の小さい投資先ファンドであってＪＰモルガンに高い

報酬を支払ってくれるもの、もしくはＪＰモルガンが設定時の当初資金を拠出しているものに配分する動機

があります。

 

総合的持ち高限度　潜在的利益相反は、法律、規制、契約、内部方針等によってＪＰモルガンに課せられた

投資規制のため、ＪＰモルガンが有価証券または他の金融商品のグループ全体での投資における持ち高制限

を遵守する場合にも生じます。当該制限により、たとえ他の条件ではある有価証券または金融商品がある

ファンドの投資目的に適合していたとしても、そのファンドは当該有価証券または金融商品を購入できず、

または将来購入できないこととなることがあります。たとえば、特定の種類の有価証券に対する関係会社で

ある投資家による投資額合計に対する制限があり、当該制限は追加的な規制当局または社内の許可手続きな

しには越えることができません。また、ファンドによるオプションの引き受けについての制限もあり、当該

制限はアドバイザーが他の投資運用顧客のために引き受けるオプションの数量によって生じます。ある総所

有基準額に達したり、またはある取引を行うことによって、ファンドが投資対象を購入もしくは売却し、ま

たは権利を行使し商取引を行うことは制限されます。

 

ソフトダラー　アドバイザーは、統計情報の提供やその他の企業調査サービスの利用に対し、有価証券仲介

取引により生じる手数料（いわゆる「ソフトダラー」）を特定のブローカーに支払う場合があります。統計

情報やその他の企業調査は、ファンドのみでなくアドバイザーの他の顧客のために使われることがあり、ま

た当該手数料を生じさせた口座以外の口座の運用に関連して使われることもあるので、アドバイザーは利益

相反に直面します。

 

加えて、アドバイザーが統計情報やその他の企業調査サービスを入手するために、顧客口座から生じる売

買委託手数料を使用する場合、アドバイザーは自分自身で当該統計情報やその他の企業調査サービスのため

に費用を捻出して支払う必要がないので、メリットを享受します。その結果、アドバイザーは、取引執行の

ために最低の費用とする目的ではなく、統計情報やその他の企業調査サービスを得るために、特定のブロー

カーを選択する動機を持つことがあります。

 

一部解約　ＪＰモルガンは、あるファンドに対し、自己資金で大きな資金拠出をしていることがあります。

そのようなファンドにおいて、ＪＰモルガンが一部解約をなすべきか、またいつ一部解約をすべきかを決定

するにあたり、ファンドおよび他の受益者に対する一部解約の影響を検討するとき、ＪＰモルガンは利益相

反に直面します。ＪＰモルガンによるファンドの大規模な一部解約は、ファンドが（当該一部解約がなけれ
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ば売却する必要のなかった）保有有価証券の売却をすることにつながり、キャピタル・ゲインの実現を加速

し、取引費用が増えるという結果となるおそれがあります。大規模な一部解約は、ファンドの資産を大幅に

減らすことがあり、流動性の減少と、（費用負担の上限が適用されるものの）費用負担率の上昇を引き起こ

します。

 

関係会社との取引　ファンドが他のファンドとまたはＪＰモルガンと、仕切売買または委託売買取引を行う

場合、ファンドは利益相反の対象となります。

 

法律により許される範囲で、ファンドは、ＪＰモルガンと、ＪＰモルガンが自己勘定で自身のために行う

取引（仕切売買取引）を行うことができ、ＪＰモルガンが取引の売り手・買い手の両当事者にアドバイスし

つつ両当事者に対するブローカーとなる取引（クロス取引）を行うことができ、またＪＰモルガンが手数料

を受け取る取引（委託売買取引）を行うことができます。仕切売買取引および委託売買取引は、ＪＰモルガ

ンのみが単独で取引することにつながります。ファンドのために仕切売買または委託売買取引を行う場合、

当該取引はＪＰモルガンに追加の報酬をもたらすため、ＪＰモルガンは利益相反に直面します。ＪＰモルガ

ンは、これらの取引にかかわる関係者に対して、忠実義務と責任の分担が矛盾する関係になる可能性のある

利益相反に直面します。

 

そのうえ、アドバイザーの関係会社は、電子コミュニケーション・ネットワークと代替トレーディング・

システム（以下、あわせて「ＥＣＮ」といいます。）に直接的または間接的な利害関係を有します。アドバ

イザーは、最良執行を追及するという信認義務に従って、アドバイザーの関係会社が利害関係を持つかまた

は持つ可能性のあるＥＣＮを通じて、顧客のための取引を執行することがあります。このような場合、アド

バイザーの関係会社は、ＥＣＮが請求する取引手数料を、ＥＣＮに対する出資割合に応じて間接的に得るこ

とになります。

 

ＪＰモルガンがメンバーに含まれる有価証券の引受シンジケートが存在するときに、ファンドがその有価

証券を購入する場合、ＪＰモルガンは利益相反に直面することとなります。それは、ＪＰモルガンは通常シ

ンジケートにサービスを提供することにより手数料を受領し、場合によっては、ファンドが有価証券を購入

する結果として、ＪＰモルガンが直接または間接的に金融取引上の義務から解放されることがあるからで

す。

 

関係会社である業務提供者　ファンドがＪＰモルガンの関係会社である業務提供者を使用する場合、ＪＰモ

ルガンは利益相反に直面します。それは、関係会社を使用することで、ＪＰモルガンは全体としてより多額

の手数料を受領することとなるからです。関係会社は、ファンドから報酬を得て、投資運用、資産保管、管

理、会計処理および受益者管理サービスをファンドに対し提供します。同様に、アドバイザーがファンドの

ために融資枠を使用するまたは融資枠の条件を交渉すると決定した場合に、当該融資枠が関係会社によって

提供されると、アドバイザーは利益相反に直面します。また、アドバイザーは、ＪＰモルガンが運営する

ファンド・オブ・ファンズのために、その投資先となるアクティブ運用のファンドを選ぶ際には、ＪＰモル

ガン・グループ内のものからのみ選択することとなります。たとえ、当該ファンド・オブ・ファンズにとっ

てより適切である可能性があり、または優れた収益を上げている、グループ関係にはない投資先ファンドが

あったとしても、アドバイザーは、グループ関係にはない投資先ファンドで利用可能なものについて、検討

や調査はしません。サービスをファンドに提供するＪＰモルガンの関係会社は、ファンドがＪＰモルガンが

運営するファンド・オブ・ファンズの投資先ファンドに含まれる場合、更に報酬を得ることにより利益を得

ることとなります。

 

議決権行使　アドバイザーがファンドが保有する有価証券について議決権を行使する場合、潜在的利益相反

が生じることがあります。議決権行使が、（ＪＰモルガンの持株会社である）ＪＰモルガン・チェース・ア

ンド・カンパニーの株式またはファンドの受益権について行われる場合、あるいは議決権行使についての管

理者が、当該議決権行使にかかる議案について、ＪＰモルガンの関係会社が投資銀行として関与しているか
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または公正意見書を提供していることを表明している場合、利益相反が存在するとみなされます。そのよう

な利益相反が確認される場合、議決権行使は、独立した第三者によって、アドバイザーの議決権行使ガイド

ラインに従うか、当該第三者自身のガイドラインを使用して、行使されます。アドバイザーがファンドの資

産を、アドバイザーの顧客でもある企業の有価証券に投資する場合、またはアドバイザーまたはその関係会

社と重要な取引関係がある企業の有価証券に投資する場合で、当該企業の経営陣に反対する議決権行使が当

該企業とアドバイザーまたはその関係会社との取引関係を損ねるか影響する可能性があるとき、潜在的利益

相反が起きることがあります。

 

融資　ＪＰモルガンは、ファンド間の融資またはＪＰモルガン・チェース銀行が提供する与信枠に関して利

益相反に直面します。そのような融資や与信枠の提供は、ＪＰモルガンが１つのファンドの利益またはＪＰ

モルガン自身の利益を、他のファンドの利益より優先した場合、貸し手または借り手となるファンドを害す

ることがあります。ファンドが有価証券貸出取引を実施する場合、アドバイザーの関係会社が有価証券貸出

において業務提供者の役割を担う場合、あるいは有価証券貸出取引の一環で報酬を受領する場合、アドバイ

ザーは利益相反に直面します。

 

個人の取引　ＪＰモルガンとその取締役、役員、代理人または従業員のいずれかが、自身の口座で有価証券

取引を行った場合、利益相反に直面します。それは、ファンドが取引するものと同じ有価証券を取引するこ

とで利益を得る可能性があり、それによりファンドには不利な影響を引き起こすことがあるからです。

 

評価　アドバイザーは、ファンドの資産評価方針に従ってファンド内の有価証券と資産を評価します。アド

バイザーは、場合によっては、その関係会社が同様の資産について行った評価とは異なる評価をすることが

あります。その理由には、当該関係会社が、アドバイザーとは共有しない評価技法・モデル等に関する情報

を持っていることが含まれます。このようなことは、特に、市場の相場が容易に入手できない、または市場

相場が値付け時の価値を表していない（例えば新興企業のもの）有価証券その他の資産について、公正価値

の算出を行った場合に生じます。アドバイザーが運用会社等として受領する報酬金額に影響を与えるため、

アドバイザーは資産の評価に際しても利益相反に直面します。

 

情報アクセス　ＪＰモルガンの様々な他の事業の結果、関係会社は随時、ある市場と投資に関する情報を入

手することがあります。当該情報は、アドバイザーが知ったとしたら、ファンドが保有する投資資産を処

分、保持または追加するようになるようなものであり、またはファンドのために持ち高を持ちたくなるよう

なものです。しかし、ＪＰモルガン内部の情報隔壁により、それがファンドの運用に関係するとしても、ア

ドバイザーはそのような情報に触れることを制限されます。そのような関係会社は、アドバイザーが利用で

きない情報に基づいても、ファンドとは異なる形で取引することができます。

 

アドバイザーが有価証券の発行体に関していわゆるインサイダー情報を入手するか、入手したとみなされ

た場合、当該情報が公開されるか重要とはみなされなくなるまで、アドバイザーはその発行体の有価証券

を、ファンドを含む顧客のために購入・売却することを制限されます。（そのような発行体には、ファン

ド・オブ・ファンズの投資先ファンドを含むことがあります。）

 

贈答・接待　アドバイザーの従業員は、時折、顧客、ブローカー等の仲介者またはファンドもしくはアドバ

イザーの業務提供者から、贈答・接待を受けることがあります。そのような贈答・接待は、アドバイザーの

従業員の判断または従業員が業務を行う方法に影響を及ぼし、または影響を及ぼすことがあると見られる可

能性があります。

 

 

４【手数料等及び税金】

 

（４）その他の手数料等
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＜訂正前＞

（イ）以下の費用等を信託財産で負担します。

　　（略）

 

前記（イ）までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等に

より変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の

概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していませ

ん。さらに、前記（イ）の費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要

因により変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時

点で、当ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等

は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（イ）以下の費用等を信託財産で負担します。

　　（略）

 

前記（イ）の費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により

変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要

を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さ

らに、前記（イ）の費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因によ

り変動し、表示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、

当ファンドおよびマザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当

ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。

 

（以下略）

 

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

　　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます。

　　なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成28年10

月末現在適用されるものです。

 

（以下略）

 

＜訂正後＞

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます。

なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成29年８

月末現在適用されるものです。

 

（以下略）

 

 

５【運用状況】
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　原届出書の「第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況」について、以下の内容に更新・訂

正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 

（１）投資状況

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

  （平成29年８月18日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 5,991,185,206 100.05

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △2,716,609 △0.05

合計(純資産総額)  5,988,468,597 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

親投資信託は、全て「ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）」です（以下同じ）。

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

  （平成29年８月18日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 386,637,243 101.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △3,833,227 △1.00

合計(純資産総額)  382,804,016 100.00

　（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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（参考）ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

  （平成29年８月18日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)

新株予約権付社債券等 日本 552,966,000 8.67

 アメリカ 130,221,300 2.04

 イギリス 5,005,390,568 78.48

 スイス 477,694,290 7.49

 小計 6,166,272,158 96.68

現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 211,630,350 3.32

合計(純資産総額)  6,377,902,508 100.00

（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。

（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具

体的な投資対象については、「第１ファンドの状況　１ファンドの性格　（１）ファンドの目的及び基本的性格　

（イ）ファンドの目的」をご参照ください。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞
      （平成29年８月18日現在）

順
位

国／
地域

種類 銘柄名 口数
帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本
親投資信託

受益証券

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格

機関投資家専用）
6,011,624,731 1.0066 6,051,355,477 0.9966 5,991,185,206 100.05

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

      （平成29年８月18日現在）

順
位

国／
地域

種類 銘柄名 口数
帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

1 日本
親投資信託

受益証券

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格

機関投資家専用）
387,956,295 1.0065 390,509,107 0.9966 386,637,243 101.00

 

（参考）ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

         （平成29年８月18日現在）

順

位

国／

地域
投資国 種類 銘柄名 券面総額

帳簿価額

単価

(円)

帳簿価額

金額

(円)

評価額

単価

(円)

評価額

金額

(円)

利率

(％)
償還期限

投資

比率

(％)

1 日本 日本
新株予約権

付社債券等

ソニー１３０％コールオ

プション条項付第６回無

担保転換社債

236,000,000 109.08 257,444,500 115.00 271,400,000 0 2022/9/30 4.26

2
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

三菱ケミカルホールディ

ングス　０％　ＭＡＲ２

４　ＣＢ

200,000,000 103.14 206,290,000 106.09 212,184,000 0 2024/3/29 3.33

3
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

スズキ　０％　ＭＡＲ２

１　ＣＢ
150,000,000 123.88 185,833,500 138.29 207,438,000 0 2021/3/31 3.25

4
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

九州電力　０％　ＭＡＲ

２２　ＣＢ
190,000,000 104.64 198,816,500 107.09 203,474,800 0 2022/3/31 3.19

5
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

スズキ　０％　ＭＡＲ２

３　ＣＢ
140,000,000 124.16 173,835,000 139.58 195,417,600 0 2023/3/31 3.06

6
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

住友林業　０％　ＡＵＧ

１８　ＣＢ
190,000,000 105.21 199,917,500 101.88 193,589,100 0 2018/8/24 3.04

7
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

江崎グリコ　０％　ＪＡ

Ｎ２４　ＣＢ
150,000,000 106.41 159,615,000 106.84 160,260,000 0 2024/1/30 2.51

8
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

関電工　０％　ＭＡＲ２

１　ＣＢ
130,000,000 112.60 146,385,000 115.16 149,711,900 0 2021/3/31 2.35

9
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

清水建設　０％　ＯＣＴ

２０　ＣＢ
130,000,000 110.50 143,650,000 109.78 142,717,900 0 2020/10/16 2.24
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10
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

東北電力　０％　ＤＥＣ

２０　ＣＢ
140,000,000 102.82 143,960,000 101.41 141,986,600 0 2020/12/3 2.23

11 スイス 日本
新株予約権

付社債券等
NHK SPRING 0% CB 1,150,000 11,842.98 136,194,364 11,525.33 132,541,295 0 2019/9/20 2.08

12
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

Ｔ＆Ｄホールディングス

０％　ＪＵＮ２０　ＣＢ
130,000,000 104.23 135,500,000 101.65 132,156,700 0 2020/6/5 2.07

13
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

凸版印刷　０％　ＤＥＣ

１９　ＣＢ
120,000,000 115.03 138,045,000 109.90 131,886,000 0 2019/12/19 2.07

14
アメリ

カ
日本

新株予約権

付社債券等

安藤・間　０％　ＭＡＲ

１９　ＣＢ
110,000,000 122.92 135,222,500 118.38 130,221,300 0 2019/3/29 2.04

15
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

ヤマダ電機　０％　ＪＵ

Ｎ１９　ＣＢ
110,000,000 123.76 136,140,000 114.95 126,453,800 0 2019/6/28 1.98

16 日本 日本
新株予約権

付社債券等

大阪ソーダ第５回無担保

転換社債型新株予約権付

社債

107,000,000 114.76 122,799,000 117.00 125,190,000 0 2019/7/22 1.96

17 日本 日本
新株予約権

付社債券等

イオンフィナンシャル

サービス１２０％コール

オプション条項付第１回

無担保転換社債

112,000,000 108.06 121,029,000 107.20 120,064,000 0 2019/9/13 1.88

18
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

テルモ　０％　ＤＥＣ２

１　ＣＢ
100,000,000 121.18 121,184,000 119.12 119,126,000 0 2021/12/6 1.87

19
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等
MEBUKI FIN 0% CB 1,100,000 10,925.60 120,181,639 10,770.31 118,473,468 0 2019/4/24 1.86

20
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

関西ペイント　０％　Ｊ

ＵＮ２２　ＣＢ
110,000,000 103.57 113,935,000 106.91 117,608,700 0 2022/6/17 1.84

21 スイス 日本
新株予約権

付社債券等

パラマウントベッドホー

ルディングス　０％　Ｊ

ＵＬ１８　ＣＢ

95,000,000 116.02 110,227,500 118.64 112,711,800 0 2018/7/26 1.77

22
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

飯田グループホールディ

ングス　０％　ＪＵＮ２

０　ＣＢ

110,000,000 108.68 119,550,000 102.22 112,450,800 0 2020/6/18 1.76

23 スイス 日本
新株予約権

付社債券等

ミライト・ホールディン

グス　０％　ＤＥＣ２１

ＣＢ

95,000,000 104.66 99,432,500 111.83 106,240,400 0 2021/12/30 1.67

24
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

ユニチャーム　０％　Ｓ

ＥＰ２０　ＣＢ
90,000,000 119.72 107,750,000 117.34 105,611,400 0 2020/9/25 1.66

25
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

センコー　０％　　ＭＡ

Ｒ２２　ＣＢ
100,000,000 103.18 103,187,500 105.16 105,163,000 0 2022/3/28 1.65

26
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

エディオン　０％　ＪＵ

Ｎ２５　ＣＢ
100,000,000 108.23 108,237,500 104.50 104,502,000 0 2025/6/19 1.64

27
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

パーク２４　０％　ＡＰ

Ｒ１８　ＣＢ
90,000,000 113.24 101,920,000 107.15 96,437,700 0 2018/4/26 1.51

28
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

名古屋鉄道　０％　ＤＥ

Ｃ２４　ＣＢ
90,000,000 114.37 102,937,500 106.40 95,760,900 0 2024/12/11 1.50

29
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

岩谷産業　０％　ＯＣＴ

２０　ＣＢ
90,000,000 106.08 95,475,000 105.36 94,832,100 0 2020/10/22 1.49

30
イギリ

ス
日本

新株予約権

付社債券等

エイチ・アイ・エス　

０％　ＡＵＧ１９　ＣＢ
90,000,000 104.40 93,960,000 104.96 94,468,500 0 2019/8/30 1.48

（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な

お、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地

と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異

なる場合があります。
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種類別投資比率

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

 （平成29年８月18日現在）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.05

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

 （平成29年８月18日現在）

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 101.00

 

（参考）ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

（平成29年８月18日現在）

種類 投資比率（％）

新株予約権付社債券等 96.68

 

②　投資不動産物件

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

該当事項はありません。

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

該当事項はありません。

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

該当事項はありません。
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（３）運用実績

①　純資産の推移

　平成29年８月18日および設定来における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り

です。

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

期 年月日

純資産総額

（百万円）

（分配落）

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

１期 (平成29年７月12日) 5,661 5,661 0.9994 0.9994

 平成29年１月末日 4,558 － 0.9919 －

 平成29年２月末日 5,032 － 0.9883 －

 平成29年３月末日 5,381 － 0.9853 －

 平成29年４月末日 5,498 － 0.9866 －

 平成29年５月末日 5,633 － 0.9963 －

 平成29年６月末日 5,758 － 1.0017 －

 平成29年７月末日 6,105 － 0.9963 －

 平成29年８月18日 5,988 － 0.9912 －

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

期 年月日

純資産総額

（百万円）

（分配落）

純資産総額

（百万円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

１期 (平成29年７月12日) 321 321 0.9995 0.9995

 平成29年１月末日 206 － 0.9874 －

 平成29年２月末日 254 － 0.9739 －

 平成29年３月末日 289 － 0.9689 －

 平成29年４月末日 291 － 0.9628 －

 平成29年５月末日 299 － 0.9701 －

 平成29年６月末日 316 － 0.9860 －

 平成29年７月末日 370 － 0.9675 －

 平成29年８月18日 382 － 0.9553 －
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②　分配の推移

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0000

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

期 １口当たり分配金（円）

１期 0.0000

 

③　収益率の推移

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

期 収益率（％）

１期 △0.06

（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当初設定時の基準価額を控除した額を当初設定時の基準価額で除した

ものです。

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

期 収益率（％）

１期 △0.05

（注）収益率とは計算期間末の基準価額（分配付）から当初設定時の基準価額を控除した額を当初設定時の基準価額で除した

ものです。

 

（４）設定及び解約の実績

　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 5,782,791,856 117,809,449 5,664,982,407

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）

１期 321,564,636 － 321,564,636

　（注１）第１期の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。

　（注２）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 

ＪＰＭ日本ＣＢファンド
 

基準日 2017年８月18日 設定日 2017年１月13日

純資産総額 59億円 決算回数 年２回

基準価額・純資産の推移  分配の推移

 期 年月 円

 １期 2017年７月 0

  設定来累計 0

 ＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
 
格付別構成状況※1  通貨別構成状況  業種別構成状況

格付 投資比率※2  通貨 投資比率※2  業種※3 投資比率※2

AAA 0.0%  日本円 86.5%  一般消費財・サービス 29.1%

AA 4.7%  米ドル 10.2%  資本財・サービス 23.1%

A 70.2%  ＊ファンドにおいて、為替ヘッジを行って

います。

 素材 13.3%

BBB 19.8%   金融 12.4%

BB 2.0%    ヘルスケア 6.5%

B 0.0%    その他 12.3%

CCC以下 0.0%     
 
組入上位銘柄
 

 
年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100
＊2017年の年間収益率は設定日から2017年8月18日までのものです。
＊ベンチマークは設定していません。
＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭ日本ＣＢファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　格付別構成状況は運用チームが独自に算出・分類したものです。
※2　ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの

純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※3　業種は、転換対象となる株式のMSCI11分類に基づき分類していますが、当社の判断に基づくものを一部含むことがあります。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（http://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 

ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）
 

基準日 2017年８月18日 設定日 2017年１月13日

純資産総額 382百万円 決算回数 年２回

基準価額・純資産の推移  分配の推移

 期 年月 円

 １期 2017年７月 0

  設定来累計 0

 ＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。

＊基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。   
 
格付別構成状況※1  通貨別構成状況  業種別構成状況

格付 投資比率※2  通貨 投資比率※2  業種※3 投資比率※2

AAA 0.0%  日本円 87.3%  一般消費財・サービス 29.4%

AA 4.7%  米ドル 10.3%  資本財・サービス 23.3%

A 70.9%  ＊保有する円建て資産について、円売り、

米ドル買いの為替取引を行っています。

 素材 13.4%

BBB 20.0%   金融 12.5%

BB 2.0%   ヘルスケア 6.5%

B 0.0%    その他 12.5%

CCC以下 0.0%     
 
組入上位銘柄

 
年間収益率の推移

＊年間収益率（％）＝（年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額－1）×100
＊2017年の年間収益率は設定日から2017年8月18日までのものです。
＊ベンチマークは設定していません。
＊当ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1　格付別構成状況は運用チームが独自に算出・分類したものです。
※2　ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの

純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※3　業種は、転換対象となる株式のMSCI11分類に基づき分類していますが、当社の判断に基づくものを一部含むことがあります。
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第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（４）計算期間

 

＜訂正前＞

当ファンドの計算期間は、毎年１月13日から７月12日までおよび７月13日から翌年１月12日までとし

ます。

また、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終了

日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎

年１月12日および７月12日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります。

 

＜訂正後＞

当ファンドの計算期間は、毎年１月13日から７月12日までおよび７月13日から翌年１月12日までとし

ます。

ただし、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終

了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎

年１月12日および７月12日（該当日が休業日の場合は翌営業日）となります。
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第３【ファンドの経理状況】

 

　原届出書の「第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま

す。

 

＜更新・訂正後＞

ＪＰＭ日本ＣＢファンド

 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成29年１月13

日から平成29年７月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受け

ております。
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１【財務諸表】

【ＪＰＭ日本ＣＢファンド】

（１）【貸借対照表】

 （単位：円）

 第１期
(平成29年７月12日現在)

資産の部  
流動資産  

親投資信託受益証券 5,721,109,234

未収入金 3,698,443

流動資産合計 5,724,807,677

資産合計 5,724,807,677

負債の部  
流動負債  

派生商品評価勘定 116,839

未払金 25,398,364

未払解約金 973,104

未払受託者報酬 1,382,732

未払委託者報酬 33,185,526

その他未払費用 1,942,294

流動負債合計 62,998,859

負債合計 62,998,859

純資産の部  
元本等  

元本 ※１ 5,664,982,407

剰余金  
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※２ △3,173,589

（分配準備積立金） 19,813,713

元本等合計 5,661,808,818

純資産合計 5,661,808,818

負債純資産合計 5,724,807,677
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（２）【損益及び剰余金計算書】

 （単位：円）

 
第１期

(自　平成29年１月13日
　至　平成29年７月12日)

営業収益  
有価証券売買等損益 62,594,721

為替差損益 △5,956,846

営業収益合計 56,637,875

営業費用  
受託者報酬 1,382,732

委託者報酬 ※１ 33,185,526

その他費用 1,963,894

営業費用合計 36,532,152

営業利益又は営業損失（△） 20,105,723

経常利益又は経常損失（△） 20,105,723

当期純利益又は当期純損失（△） 20,105,723

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
292,010

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 478,075

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
478,075

剰余金減少額又は欠損金増加額 23,465,377

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
23,465,377

分配金 ※２ －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,173,589
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当財務諸表対象期間

１．有価証券の評価基

準および評価方法

 

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま

す。

２．デリバティブ等の

評価基準および評

価方法

 

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の

仲値によって計算しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
第１期

(平成29年７月12日現在)

※１期首元本額 3,181,680,261円

期中追加設定元本額 2,601,111,595円

期中一部解約元本額 117,809,449円

※２元本の欠損 3,173,589円

受益権の総数 5,664,982,407口

１口当たりの純資産額 0.9994円

(１万口当たりの純資産額) (9,994円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分
第１期

(自　平成29年１月13日
　至　平成29年７月12日)

※１信託財産の運用の指図に関する権限の
全部または一部を委託するために要す
る費用として委託者報酬の中から支弁
している額

純 資 産 総 額 に 年 率
0.3575％を乗じて得た額

※２分配金の計算過程  

費用控除後の配当等収益額 41,209円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益額

19,772,504円

収益調整金額 －円

分配準備積立金額 －円

当ファンドの分配対象収益額 19,813,713円

当ファンドの期末残存口数 5,664,982,407口

1万口当たり収益分配対象額 34.97円

1万口当たり分配金額 －円

収益分配金金額 －円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する注記

 当財務諸表対象期間

１．金融商品に対

する取組方針

　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託

約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

２．金融商品の内

容およびその

リスク

 

 

 

 

 

 

 

　当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益

証券およびデリバティブ取引であります。

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

　親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託

受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ

スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ

ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。

　なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資す

る目的ならびに外貨建資産の為替変動リスクの回避を目的として利用してお

ります。

３．金融商品に係

るリスク管理

体制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に

係るリスク管理体制は次のとおりです。

(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先

において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ

フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）

のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレク

ターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を

求めます。

(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を

行っています。

(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ

タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティー

に報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・

コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の

業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等

の対応策を実施します。
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Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

 当計算期間末

１．貸借対照表計

上額、時価お

よびその差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ

ん。

 

２．時価の算定方

法

 

 

 

 

 

 

(1)有価証券

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

　「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品

　有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済さ

れ、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を

時価としております。

３．金融商品の時

価等に関する

事項について

の補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、

当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第１期

(平成29年７月12日現在)

当計算期間の損益に含まれた評

価差額（円）

親投資信託受益証券 63,612,054

合計 63,612,054
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（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分 種類

第１期(平成29年７月12日現在)

契約額等

(円)

うち

1年超

(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

市場

取引

以外

の取

引

為替予約取引     

売建     

アメリカドル 616,847,680 － 616,964,519 △116,839

合計  616,847,680 － 616,964,519 △116,839

（注）１．為替予約の時価の算定方法

（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予

約は当該仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物売買相場の仲値により評価しております。

（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており

ます。

２．換算において円未満の端数は切り捨てております。

３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表（平成29年７月12日現在）

（イ）株式

　該当事項はありません。

 

（ロ）株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

親投資信託

受益証券
日本円

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関

投資家専用）
5,679,647,806 5,721,109,234  

合計  5,679,647,806 5,721,109,234  

 

第２　信用取引契約残高明細表

　該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

　当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記　取引の時価等に関する事項」に開

示しておりますので、記載を省略しております。
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ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）

 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年

総理府令第133号）に基づき作成しております。

　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

２．当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成29年１月13

日から平成29年７月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受け

ております。
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【ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）】

（１）【貸借対照表】

 （単位：円）

 第１期
(平成29年７月12日現在)

資産の部  
流動資産  

親投資信託受益証券 312,710,773

派生商品評価勘定 54,665

未収入金 11,741,236

流動資産合計 324,506,674

資産合計 324,506,674

負債の部  
流動負債  

未払金 1,275,086

未払受託者報酬 69,756

未払委託者報酬 1,673,916

その他未払費用 97,608

流動負債合計 3,116,366

負債合計 3,116,366

純資産の部  
元本等  

元本 ※１ 321,564,636

剰余金  
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※２ △174,328

（分配準備積立金） 3,765,314

元本等合計 321,390,308

純資産合計 321,390,308

負債純資産合計 324,506,674
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（２）【損益及び剰余金計算書】

 （単位：円）

 
第１期

(自　平成29年１月13日
　至　平成29年７月12日)

営業収益  
有価証券売買等損益 4,112,649

為替差損益 1,515,545

営業収益合計 5,628,194

営業費用  
受託者報酬 69,756

委託者報酬 ※１ 1,673,916

その他費用 119,208

営業費用合計 1,862,880

営業利益又は営業損失（△） 3,765,314

経常利益又は経常損失（△） 3,765,314

当期純利益又は当期純損失（△） 3,765,314

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
－

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 3,939,642

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
3,939,642

分配金 ※２ －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △174,328
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（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当財務諸表対象期間

１．有価証券の評価基

準および評価方法

 

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま

す。

２．デリバティブ等の

評価基準および評

価方法

 

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の

仲値によって計算しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分
第１期

(平成29年７月12日現在)

※１期首元本額 43,530,374円

期中追加設定元本額 278,034,262円

期中一部解約元本額 －円

※２元本の欠損 174,328円

受益権の総数 321,564,636口

１口当たりの純資産額 0.9995円

(１万口当たりの純資産額) (9,995円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第１期

(自　平成29年１月13日
　至　平成29年７月12日)

※１信託財産の運用の指図に関する権限の
全部または一部を委託するために要す
る費用として委託者報酬の中から支弁
している額

純 資 産 総 額 に 年 率
0.3575％を乗じて得た額

※２分配金の計算過程  

費用控除後の配当等収益額 4,611円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
証券売買等損益額

3,760,703円

収益調整金額 －円

分配準備積立金額 －円

当ファンドの分配対象収益額 3,765,314円

当ファンドの期末残存口数 321,564,636口

1万口当たり収益分配対象額 117.09円

1万口当たり分配金額 －円

収益分配金金額 －円
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する注記

 当財務諸表対象期間

１．金融商品に対

する取組方針

　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託

約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

２．金融商品の内

容およびその

リスク

 

 

 

 

 

 

　当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益

証券およびデリバティブ取引であります。

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

　親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託

受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リ

スク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ

ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。

　なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資す

る目的として利用しております。

３．金融商品に係

るリスク管理

体制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に

係るリスク管理体制は次のとおりです。

(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先

において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ

フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）

のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレク

ターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を

求めます。

(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を

行っています。

(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ

タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティー

に報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・

コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の

業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等

の対応策を実施します。
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Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

 当計算期間末

１．貸借対照表計

上額、時価お

よびその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ

ん。

 

２．時価の算定方

法

 

 

 

 

 

 

(1)有価証券

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。

(2)デリバティブ取引

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品

有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済さ

れ、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を

時価としております。

３．金融商品の時

価等に関する

事項について

の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において

は、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、

当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第１期

（平成29年７月12日現在）

当計算期間の損益に含まれた評

価差額（円）

親投資信託受益証券 4,260,365

合計 4,260,365
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（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分 種類

第１期(平成29年７月12日現在)

契約額等

(円)

うち

1年超

(円)

時価

(円)

評価損益

(円)

市場

取引

以外

の取

引

為替予約取引     

買建     

アメリカドル 288,600,320 － 288,654,985 54,665

合計  288,600,320 － 288,654,985 54,665

（注）１．為替予約の時価の算定方法

（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予

約は当該仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物売買相場の仲値により評価しております。

（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており

ます。

２．換算において円未満の端数は切り捨てております。

３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表（平成29年７月12日現在）

（イ）株式

　該当事項はありません。

 

（ロ）株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考

親投資信託

受益証券
日本円

ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関

投資家専用）
310,444,528 312,710,773  

合計  310,444,528 312,710,773  

 

第２　信用取引契約残高明細表

　該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

　当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記　取引の時価等に関する事項」に開

示しておりますので、記載を省略しております。
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（参考）

　当ファンドは「ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象とし

ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券で

あります。

　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

 

「ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  （単位：円）

区分
注記
番号

(平成29年７月12日現在)

金額

資産の部   

流動資産   

預金  474,131

コール・ローン  93,516,551

社債券  5,940,776,170

未収利息  27,748

流動資産合計  6,034,794,600

資産合計  6,034,794,600

負債の部   

流動負債   

未払解約金  973,104

未払利息  230

流動負債合計  973,334

負債合計  973,334

純資産の部   

元本等   

元本 ※１ 5,990,092,334

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  43,728,932

元本等合計  6,033,821,266

純資産合計  6,033,821,266

負債純資産合計  6,034,794,600

（注）「ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）」の計算期間は、毎年１月13日から翌年１月12日まで（計算

期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで）であり、当ファンドの計算期間と異なります。
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（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当財務諸表対象期間

１．有価証券の評

価基準および

評価方法

社債券

　個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引

所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評

価しております。

　当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等

における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場に

よることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における

気配相場で評価しております。

 

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統

計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しな

い）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価し

ております。

 

(3)時価が入手できなかった有価証券

　適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で

きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由

をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を

もって時価と認めた価額で評価しております。

２．デリバティブ

等の評価基準

および評価方

法

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

　為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値

によって計算しております。

３．その他財務諸

表作成のため

の基本となる

重要な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総

理府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。

 

 

（貸借対照表に関する注記）

区分 (平成29年７月12日現在)

※１期首元本額 3,225,210,635円

期中追加設定元本額 2,909,029,897円

期中解約元本額 144,148,198円

元本の内訳（注）  

ＪＰＭ日本ＣＢファンド 5,679,647,806円

ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投

資型）
310,444,528円

合　計 5,990,092,334円

受益権の総数 5,990,092,334口

１口当たりの純資産額 1.0073円

(１万口当たりの純資産額) (10,073円)

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）

Ⅰ　金融商品の状況に関する注記

 当財務諸表対象期間

１．金融商品に対

する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約

款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

２．金融商品の内

容およびその

リスク

 

 

 

 

当ファンドが保有した主な金融商品は、社債券およびデリバティブ取引であ

り、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取

引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、

株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリ

スクがあります。

なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する

目的として利用しております。

３．金融商品に係

るリスク管理

体制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係

るリスク管理体制は次のとおりです。

(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先

において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ

フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）

のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレク

ターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を

求めます。

(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を

行っています。

(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ

タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティー

に報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・

コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の

業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等

の対応策を実施します。

 

Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

 当期間末

１．貸借対照表計

上額、時価お

よびその差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ

ん。

 

２．時価の算定方

法

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)有価証券

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の

債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合

理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に

対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる

キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算

出した価格を利用しております。

(2)有価証券以外の金融商品

有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し

ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３．金融商品の時

価等に関する

事項について

の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価

額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

(平成29年７月12日現在)

当期間の損益に含まれた評価差額

（円）

社債券 42,954,354

合計 42,954,354

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期

間末日までの期間に対応する金額であります。

 

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（３）附属明細表

第１　有価証券明細表（平成29年７月12日現在）

（イ）株式

該当事項はありません。

 

（ロ）株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄
銘柄数

比率
券面総額 評価額 備考

社債券 日本円
ミライト・ホールディングス　０％　Ｄ

ＥＣ２１　ＣＢ
 95,000,000 106,161,550  

  安藤・間　０％　ＭＡＲ１９　ＣＢ  85,000,000 98,500,550  

  清水建設　０％　ＯＣＴ２０　ＣＢ  110,000,000 123,264,900  

  住友林業　０％　ＡＵＧ１８　ＣＢ  110,000,000 114,777,300  

  関電工　０％　ＭＡＲ２１　ＣＢ  110,000,000 125,345,000  

  江崎グリコ　０％　ＪＡＮ２４　ＣＢ  120,000,000 129,398,400  

  エディオン　０％　ＪＵＮ２５　ＣＢ  100,000,000 103,708,000  

  
ＤＣＭホールディングス１２０％コール

オプション条項付第１回無担保転換社債
 34,000,000 36,108,000  

  
飯田グループホールディングス　０％　

ＪＵＮ２０　ＣＢ
 110,000,000 112,951,300  

  帝人　０％　ＤＥＣ１８　ＣＢ  60,000,000 68,476,200  

  東レ　０％　ＡＵＧ１９　ＣＢ  60,000,000 69,540,600  

  東レ　０％　ＡＵＧ２１　ＣＢ  70,000,000 86,509,500  

  大王製紙　０％　ＳＥＰ２０　ＣＢ  50,000,000 53,832,500  

  クレハ　０％　ＭＡＲ１８　ＣＢ  20,000,000 25,570,400  

  
大阪ソーダ第５回無担保転換社債型新株

予約権付社債
 89,000,000 106,800,000  

  
三菱ケミカルホールディングス　０％　

ＭＡＲ２４　ＣＢ
 200,000,000 214,126,000  

  テルモ　０％　ＤＥＣ２１　ＣＢ  100,000,000 122,378,000  

  テルモ　０％　ＤＥＣ１９　ＣＢ  40,000,000 47,616,000  

  関西ペイント　０％　ＪＵＮ２２　ＣＢ  110,000,000 117,315,000  

  関西ペイント　０％　ＪＵＮ１９　ＣＢ  60,000,000 65,836,800  

  パーク２４　０％　ＡＰＲ１８　ＣＢ  40,000,000 45,160,400  

  
リゾートトラスト　０％　ＤＥＣ２１　

ＣＢ
 30,000,000 30,490,500  

  
ＬＩＸＩＬグループ　０％　ＭＡＲ２０

ＣＢ
 40,000,000 40,959,600  
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ＬＩＸＩＬグループ　０％　ＭＡＲ２２

ＣＢ
 60,000,000 62,880,600  

  富士機械製造　０％　ＭＡＲ２１　ＣＢ  60,000,000 75,470,400  

  
牧野フライス製作所　０％　ＭＡＲ１８

ＣＢ
 40,000,000 46,317,200  

  日機装　０％　ＡＵＧ１８　ＣＢ  50,000,000 50,291,500  

  ＳＡＮＫＹＯ　０％　ＪＵＬ２０　ＣＢ  90,000,000 90,705,600  

  
ミネベアミツミ　０％　ＡＵＧ２２　Ｃ

Ｂ
 50,000,000 58,816,500  

  
ソニー１３０％コールオプション条項付

第６回無担保転換社債
 236,000,000 273,760,000  

  
アドバンテスト　０％　ＭＡＲ１９　Ｃ

Ｂ
 40,000,000 51,126,400  

  太陽誘電　０％　ＪＡＮ２１　ＣＢ  30,000,000 33,413,100  

  プレス工業　０％　ＤＥＣ１８　ＣＢ  85,000,000 88,820,750  

  スズキ　０％　ＭＡＲ２１　ＣＢ  120,000,000 160,200,000  

  スズキ　０％　ＭＡＲ２３　ＣＢ  140,000,000 189,527,800  

  
パラマウントベッドホールディングス　

０％　ＪＵＬ１８　ＣＢ
 95,000,000 116,828,150  

  凸版印刷　０％　ＤＥＣ１９　ＣＢ  80,000,000 93,128,000  

  アシックス　０％　ＭＡＲ１９　ＣＢ  60,000,000 62,063,400  

  ニプロ　０％　ＣＢ　ＪＡＮ２１　ＣＢ  40,000,000 47,371,600  

  岩谷産業　０％　ＯＣＴ２０　ＣＢ  60,000,000 64,842,600  

  ユニチャーム　０％　ＳＥＰ２０　ＣＢ  90,000,000 111,577,500  

  
東邦ホールディングス　０％　ＤＥＣ１

９　ＣＢ
 80,000,000 88,410,400  

  高島屋　０％　ＤＥＣ２０　ＣＢ  70,000,000 72,501,800  

  高島屋　０％　ＤＥＣ１８　ＣＢ  30,000,000 30,069,900  

  
ケーズホールディングス　０％　ＤＥＣ

１９　ＣＢ
 50,000,000 60,883,500  

  
ＳＢＩホールディングス　０％　ＮＯＶ

１７　ＣＢ
 50,000,000 55,062,500  

  

イオンフィナンシャルサービス１２０％

コールオプション条項付第１回無担保転

換社債

 112,000,000 120,960,000  

  
Ｔ＆Ｄホールディングス　０％　ＪＵＮ

２０　ＣＢ
 90,000,000 92,784,600  

  京阪電気鉄道　０％　ＭＡＲ２１　ＣＢ  20,000,000 20,418,800  

  名古屋鉄道　０％　ＤＥＣ２４　ＣＢ  90,000,000 97,321,500  

  センコー　０％　　ＭＡＲ２２　ＣＢ  100,000,000 105,877,000  

  川崎汽船　０％　ＳＥＰ１８　ＣＢ  50,000,000 51,862,000  

  中国電力　０％　ＭＡＲ２０　ＣＢ  60,000,000 59,939,400  

  中国電力　０％　ＭＡＲ１８　ＣＢ  60,000,000 59,720,400  

  東北電力　０％　ＤＥＣ２０　ＣＢ  140,000,000 142,331,000  

  九州電力　０％　ＭＡＲ２２　ＣＢ  190,000,000 204,519,800  

  
エイチ・アイ・エス　０％　ＡＵＧ１９

ＣＢ
 90,000,000 92,989,800  

  
共立メンテナンス第４回無担保転換社債

型新株予約権付社債
 36,000,000 36,180,000  

  
トランス・コスモス　０％　ＤＥＣ２０

ＣＢ
 10,000,000 10,145,800  

  
コナミホールディングス　０％　ＤＥＣ

２２　ＣＢ
 20,000,000 29,033,400  

  ヤマダ電機　０％　ＪＵＮ１９　ＣＢ  110,000,000 123,798,400  

 計 銘柄数： 61 4,727,000,000 5,276,777,600  

  組入時価比率： 87.5%  88.8%  

 アメリカドル BANK OF NAGOYA 0% CB  300,000.00 318,171.00  

  GUNMA BANK 0% CB  600,000.00 622,158.00  

  MEBUKI FIN 0% CB  1,100,000.00 1,085,535.00  
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  MITSUI OSK 0% 18 CB  300,000.00 294,249.00  

  NHK SPRING 0% CB  1,000,000.00 1,107,330.00  

  SHIGA BANK 0% CB  400,000.00 396,608.00  

  SHIZUOKA BANK 0% CB  700,000.00 687,806.00  

  YAMAGUCHI FIN 0% CB  500,000.00 584,725.00  

  YAMAGUCHI FIN FLT CB  700,000.00 742,308.00  

 計 銘柄数： 9 5,600,000.00 5,838,890.00  

     (663,998,570)  

  組入時価比率： 11.0%  11.2%  

 小計    5,940,776,170  

     (663,998,570)  

       

 合計    5,940,776,170  

     (663,998,570)  

（注）各通貨計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。

 

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】

　

【純資産額計算書】

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド＞

  （平成29年８月18日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 5,996,964,663 円

 Ⅱ　負債総額 8,496,066 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 5,988,468,597 円

 Ⅳ　発行済口数 6,041,828,622 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9912 円

 

＜ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）＞

  （平成29年８月18日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 386,637,243 円

 Ⅱ　負債総額 3,833,227 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 382,804,016 円

 Ⅳ　発行済口数 400,708,351 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9553 円

 

（参考）ＧＩＭ日本ＣＢマザーファンド（適格機関投資家専用）

  （平成29年８月18日現在）

 種類 金額 単位

 Ⅰ　資産総額 6,377,903,057 円

 Ⅱ　負債総額 549 円

 Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 6,377,902,508 円

 Ⅳ　発行済口数 6,399,581,026 口

 Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9966 円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

 

原届出書の「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　１委託会社等の概況」について、以下の

内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 
①　資本金の額（平成29年８月末現在）

資本金の額 2,218百万円

会社が発行する株式の総数 70,000株

発行済株式総数 56,265株

 

②　会社の意思決定機構

　取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出

席取締役の過半数をもって行われます。

　取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任

期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。

　また、取締役会は以下の事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。）を決議ま

たは審議することを以下の機関に委任しています。

（イ）業務執行にかかる重要な事項（リスク管理に関する事項を除きます。）：経営委員会

（ロ）リスク管理上の重要な事項：ビジネス・コントロール・コミッティ

 

③　投資運用の意思決定機構

（イ）株式運用本部

 

 

（ａ）株式運用本部は、株式運用部、投資調査部および株式運用サポート室で構成されます。

（ｂ）株式運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議の開催による運用戦略の方向性の決定

等により投資判断を行います。なお、投資調査部のアナリストとの議論を通じ投資判断の際の参考

とします。また、同部が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託している株式の運用

等について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内

容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。

（ｃ）投資調査部に所属するアナリストは主に国内株式の分析を行い、その結果に基づき各銘柄に評価

を付します。

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

47/78



（ｄ）株式運用サポート室は、運用実績の分析を行い、前記（ｂ）の株式運用部にその結果を提供しま

す。

（ｅ）エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断

を受け、主に国内株式の売買を執行します。

 

（ロ）債券運用部

　債券運用部は、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向

性を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを決定し

ます。また国内外の債券の売買を執行します。さらに、同部が行う国内外の債券の運用について、関

係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、販売支

援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。

 

（ハ）前記（イ）および（ロ）以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部のグローバ

ル運用商品部およびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行い、債券運用部が取引

を執行します。

 

（注）前記（イ）、（ロ）および（ハ）の意思決定機構、組織名称等は、平成29年８月末現在のものであり、今後変更となる

場合があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】

 

原届出書の「第三部委託会社等の情報　第１委託会社等の概況　２事業の内容及び営業の概況」につい

て、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとと

もに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委

託された資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行ってい

ます。

・投資助言・代理業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業

・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募

に関する第二種金融商品取引業

　　委託会社が設定・運用している投資信託は、平成29年８月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数

のみ。）。

 本数 純資産額（百万円）

公募追加型株式投資信託 75 761,706

公募単位型株式投資信託 － －

公募追加型債券投資信託 － －

公募単位型債券投資信託 － －

私募投資信託 59 2,755,758

総合計 134 3,517,464

親投資信託 53 －

（注）百万円未満は四捨五入
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３【委託会社等の経理状況】

 

　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につい

て、以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

 

１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務

諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣

府令」（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づい

て作成しております。

　なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第27期事業年度（平成28年４月１日か

ら平成29年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けて

おります。
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（１）【貸借対照表】

   千円単位未満切捨て

  
第26期

（平成28年３月31日）
第27期

（平成29年３月31日）

資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

流動資産        

現金及び預金   8,061,159   7,919,624  

未収還付法人税等   324,262   －  

前払費用   16,818   81,921  

未収入金   354,289   94,878  

未収委託者報酬   2,162,453   2,164,813  

未収収益   1,290,411   1,516,624  

関係会社短期貸付金   5,569,000   4,010,000  

繰延税金資産   260,451   －  

その他   53,086   14,622  

流動資産計   18,091,934 92.1  15,802,485 82.1

固定資産        

投資その他の資産   1,553,283   3,452,553  

関係会社株式  60,000   60,000   

投資有価証券  751,627   2,759,853   

敷金保証金  630,775   566,849   

前払年金費用  35,340   46,350   

繰延税金資産  56,038   －   

その他  19,500   19,500   

固定資産計   1,553,283 7.9  3,452,553 17.9

資産合計   19,645,217 100.0  19,255,038 100.0
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   千円単位未満切捨て

  
第26期

（平成28年３月31日）
第27期

（平成29年３月31日）

負債の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

流動負債        

預り金   107,837   175,021  

未払金   1,798,391   1,701,719  

未払手数料  1,038,657   1,022,204   

その他未払金  759,734   679,514   

未払費用 ※１  853,500   519,313  

未払法人税等   －   171,122  

賞与引当金   494,736   564,151  

役員賞与引当金   －   29,369  

流動負債計   3,254,465 16.6  3,160,696 16.4

固定負債        

長期未払金   269,844   270,047  

賞与引当金   404,551   343,597  

役員賞与引当金   131,169   215,556  

固定負債計   805,564 4.1  829,201 4.3

負債合計   4,060,030 20.7  3,989,897 20.7

 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

52/78



   千円単位未満切捨て

  
第26期

（平成28年３月31日）
第27期

（平成29年３月31日）

純資産の部

区分
注記
番号

内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

株主資本        

資本金   2,218,000 11.3  2,218,000 11.5

資本剰余金   1,000,000 5.1  1,000,000 5.2

資本準備金  1,000,000   1,000,000   

利益剰余金   12,400,766 63.1  12,088,317 62.8

利益準備金  33,676   33,676   

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  12,367,089   12,054,640   

株主資本計   15,618,766 79.5  15,306,317 79.5

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   △33,579 △0.2  △41,176 △0.2

評価・換算差額等計   △33,579 △0.2  △41,176 △0.2

純資産合計   15,585,186 79.3  15,265,140 79.3

負債・純資産合計   19,645,217 100.0  19,255,038 100.0
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（２）【損益計算書】

  
第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

第27期
（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

営業収益        

委託者報酬   11,803,978   10,502,704  

運用受託報酬   6,734,573   6,255,461  

業務受託報酬   1,030,380   930,841  

その他営業収益   217,644   233,636  

営業収益計   19,786,577 100.0  17,922,643 100.0

営業費用        

支払手数料   5,375,242   4,853,805  

広告宣伝費   273,936   206,076  

調査費   2,188,608   1,932,704  

委託調査費  1,797,395   1,557,743   

調査費  384,421   367,964   

図書費  6,792   6,996   

委託計算費   283,987   259,648  

営業雑経費   295,177   275,317  

通信費  26,793   18,593   

印刷費  236,283   224,875   

協会費  27,220   27,416   

諸会費  4,879   4,432   

営業費用計   8,416,952 42.6  7,527,551 42.0
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第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

第27期
（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

一般管理費        

給料   5,190,158   5,191,023  

役員報酬  138,136   98,502   

給料・手当  3,474,487   3,482,336   

賞与  633,918   761,594   

賞与引当金繰入額  806,219   564,129   

役員賞与  94,861   142,286   

役員賞与引当金繰入額  42,534   142,172   

福利厚生費   419,310   425,804  

交際費   27,010   21,435  

寄付金   5,196   12,137  

旅費交通費   171,205   175,300  

租税公課   85,827   120,270  

不動産賃借料   1,144,616   1,157,897  

退職給付費用   270,881   280,167  

退職金   44,440   452,126  

役員退職慰労金   73,000   37,000  

消耗器具備品費   100,533   53,010  

事務委託費   344,922   344,828  

関係会社等配賦経費   3,123,130   2,369,810  

諸経費   182,893   96,976  

一般管理費計   11,183,126 56.5  10,737,789 59.9

営業利益又は営業損失（△）   186,497 0.9  △342,697 △1.9
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第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

第27期
（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

区分
注記
番号

内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比

  （千円） （千円） （％） （千円） （千円） （％）

営業外収益        

受取配当金 ※１ 290,744   465,000   

投資有価証券売却益  0   25,787   

受取利息 ※１ 27,892   17,222   

為替差益  －   42,082   

その他営業外収益  41,994   36,197   

営業外収益計   360,631 1.9  586,291 3.3

営業外費用        

投資有価証券売却損  －   39,665   

為替差損  9,906   －   

その他営業外費用  5,785   18   

営業外費用計   15,692 0.1  39,684 0.2

経常利益   531,436 2.7  203,909 1.2

税引前当期純利益   531,436 2.7  203,909 1.2

法人税、住民税及び事業税   230,061 1.2  214,690 1.2

法人税等調整額   97,827 0.5  301,667 1.7

当期純利益又は当期純損失
（△）

  203,547 1.0  △312,448 △1.7
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（３）【株主資本等変動計算書】

第26期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

      （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 12,163,541 12,197,218 15,415,218

当期変動額        

当期純利益 － － － － 203,547 203,547 203,547

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

－ － － － － － －

当期変動額合計 － － － － 203,547 203,547 203,547

当期末残高 2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 12,367,089 12,400,766 15,618,766

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 0 0 15,415,218

当期変動額    

当期純利益 － － 203,547

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△33,579 △33,579 △33,579

当期変動額合計 △33,579 △33,579 169,968

当期末残高 △33,579 △33,579 15,585,186
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第27期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

      （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 12,367,089 12,400,766 15,618,766

当期変動額        

当期純損失
（△）

－ － － － △312,448 △312,448 △312,448

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

－ － － － － － －

当期変動額合計 － － － － △312,448 △312,448 △312,448

当期末残高 2,218,000 1,000,000 1,000,000 33,676 12,054,640 12,088,317 15,306,317

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 △33,579 △33,579 15,585,186

当期変動額    

当期純損失
（△）

－ － △312,448

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△7,597 △7,597 △7,597

当期変動額合計 △7,597 △7,597 △320,046

当期末残高 △41,176 △41,176 15,265,140
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しております。

 

２．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給、及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の費用負担に備えるた

め、当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給、及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の費用負担に備えるため、

当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基

づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給

付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上して

おります。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。

　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）

による定額法により、発生した事業年度から費用処理しております。

　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により按分額を、それぞれ発生した翌事業年度から費用処理することとしております。

 

３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第26期
（平成28年３月31日）

第27期
（平成29年３月31日）

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲

記されたもののほか次のものがあります。

関係会社項目

関係会社に対する資産および負債には区分掲記さ

れたもの以外に注記すべき事項はありません。
　

未払費用 377,572千円
　

 

 

（損益計算書関係）

第26期
（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

第27期
（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。
　

関係会社からの受取利息 27,891千円

関係会社からの受取配当金 290,000千円
　

　
関係会社からの受取利息 17,222千円

関係会社からの受取配当金 465,000千円
　

 

（株主資本等変動計算書関係）

第26期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265

合計 56,265 － － 56,265

 

第27期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,265 － － 56,265

合計 56,265 － － 56,265
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（リース取引関係）

第26期
（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

第27期
（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり

ます。

オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり

ます。
　

１年以内 598,763千円

１年超 2,209,287千円

合計 2,808,051千円
　

　
１年以内 672,813千円

１年超 2,019,195千円

合計 2,692,009千円
　

 

（金融商品関係）

(1）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な

信託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金によ

り取得することがあります。

　当社は、営業活動援助のため、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッドへの

短期貸付を行っております。

 

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のう

ち国内年金基金等から受領する債権については信託銀行により分別管理されている信託財産から回収

され、一般債権とは異なり、信用リスクは極めて低いと認識しております。海外グループ会社に対す

る未収収益は未払費用と部分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権

の未収収益については為替の変動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、

為替変動リスクが軽減されております。

　営業債務である未払金は基本的に３ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用につ

いてはそのほとんどが６ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の

変動リスクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減され

ております。

　関係会社に対し短期貸付を行っており、関係会社短期貸付金は貸出先の信用リスクに晒されており

ます。関係会社短期貸付金は、３ヶ月の期日であり、金利の変動リスクは僅少です。

　投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　敷金保証金は建物等の賃貸契約に関連する保証金であり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。

 

EDINET提出書類

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

61/78



③　金融商品に係るリスク管理体制

（ⅰ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権のうち、海外グループ会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残

高を定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。

　関係会社短期貸付金は、子会社であるJPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッドの営業活

動から得られるキャッシュ・フローをモニタリングしており、貸倒や回収遅延の懸念はほぼないと

認識しております。

（ⅱ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス

クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル

建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。

（ⅲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持などにより流動性リスクを管理しております。

 

(2）金融商品の時価等に関する事項

①　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重

要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握することが極めて困難

と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。

 

第26期（平成28年３月31日）

    （単位：千円）

  貸借対照表計上額 時価 差額

 (1）現金及び預金 8,061,159 8,061,159 －

 (2）未収入金 354,289 354,289 －

 (3）未収委託者報酬 2,162,453 2,162,453 －

 (4）未収収益 1,290,411 1,290,411 －

 (5）関係会社短期貸付金 5,569,000 5,569,000 －

 (6）投資有価証券 751,627 751,627 －

 (7）敷金保証金 630,775 633,182 △2,407

 資産計 18,819,717 18,822,124 △2,407

 (1）未払手数料 1,038,657 1,038,657 －

 (2）その他未払金 759,734 759,734 －

 (3）未払費用 853,500 853,500 －

 (4）長期未払金 269,844 270,985 △1,141

 負債計 2,921,735 2,922,877 △1,141
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（注）１．金融商品の時価算定方法

資産

(1）現金及び預金、(2）未収入金、(3）未収委託者報酬、(4）未収収益及び(5）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(6）投資有価証券

　これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によってお

ります。

(7）敷金保証金

　敷金保証金の時価については、当該保証金の返還時期を基に、日本国債の利回りで割り引いた現在

価値により算定しております。

負債

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(4）長期未払金

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に、日本国債の利回りで割り引い

た現在価値により算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 （単位：千円）

 貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

　関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
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第27期（平成29年３月31日）

    （単位：千円）

 
 貸借対照表計上額 時価 差額

 
(1）現金及び預金 7,919,624 7,919,624 －

 
(2）未収委託者報酬 2,164,813 2,164,813 －

 
(3）未収収益 1,516,624 1,516,624 －

 
(4）関係会社短期貸付金 4,010,000 4,010,000 －

 
(5）投資有価証券 2,759,853 2,759,853 －

 
(6）敷金保証金 566,849 565,851 998

 
資産計 18,937,765 18,936,766 998

 
(1）未払手数料 1,022,204 1,022,204 －

 
(2）その他未払金 679,514 679,514 －

 
(3）未払費用 519,313 519,313 －

 
(4）長期未払金 270,047 269,540 506

 
負債計 2,491,079 2,490,573 506

 

（注）１．金融商品の時価算定方法

資産

(1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益及び(4）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5）投資有価証券

　これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によってお

ります。

(6）敷金保証金

　敷金保証金の時価については、当該保証金の返還時期を基に、日本国債の利回りで割り引いた現在

価値により算定しております。

負債

(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

(4）長期未払金

　長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基に、日本国債の利回りで割り引い

た現在価値により算定しております。
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 （単位：千円）

 貸借対照表計上額

関係会社株式 60,000

　関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

 

②　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

(3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成28年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 8,061,159 － － －

未収入金 354,289 － － －

未収委託者報酬 2,162,453 － － －

未収収益 1,290,411 － － －

関係会社短期貸付金 5,569,000 － － －

敷金保証金 － 630,775 － －

合計 17,437,313 630,775 － －

 

第27期（平成29年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 7,919,624 － － －

未収委託者報酬 2,164,813 － － －

未収収益 1,516,624 － － －

関係会社短期貸付金 4,010,000 － － －

敷金保証金 － 521,736 45,113 －

合計 15,611,062 521,736 45,113 －
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（有価証券関係）

１．関係会社株式

　関係会社株式　（第26期の貸借対照表計上額は60,000千円、第27期の貸借対照表計上額は60,000千円）に

ついては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、記載してお

りません。

 

２．その他有価証券

第26期（平成28年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

その他
投資信託

－ － －

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

その他
投資信託

751,627 800,030 △48,403

合計 751,627 800,030 △48,403

 

第27期（平成29年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの

その他
投資信託

－ － －

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの

その他
投資信託

2,759,853 2,801,030 △41,176

合計 2,759,853 2,801,030 △41,176

 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券

第26期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他
投資信託

 
20

 
0

 
－

 

第27期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他
投資信託

 
786,122

 
25,787

 
△39,665
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバランス型年金制度を採用しております。

 

２．キャッシュバランス型年金制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

  
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

  （千円）  （千円）

 退職給付債務の期首残高 1,303,125  1,410,557

 勤務費用 194,710  193,312

 利息費用 10,425  5,642

 数理計算上の差異の発生額 10,721  △13,617

 退職給付の支払額 △108,424  △157,246

 退職給付債務の期末残高 1,410,557  1,438,648

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

  
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

  （千円）  （千円）

 年金資産の期首残高 1,489,541  1,506,662

 期待運用収益 13,406  12,053

 数理計算上の差異の発生額 △78,996  43,384

 事業主からの拠出額 191,135  191,747

 退職給付の支払額 △108,424  △157,246

 年金資産の期末残高 1,506,662  1,596,600

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

  
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

  （千円）  （千円）

 積立型制度の退職給付債務 1,410,557  1,438,648

 年金資産 △1,506,662  △1,596,600

  △96,105  △157,952

 未認識数理計算上の差異 59,833  111,084

 未認識過去勤務費用 932  518

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △35,340  △46,350
     
 前払年金費用 △35,340  △46,350

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △35,340  △46,350
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(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

  
第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

 
第27期

（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

  （千円）  （千円）

 勤務費用 194,710  193,312

 利息費用 10,425  5,642

 期待運用収益 △13,406  △12,053

 数理計算上の差異の費用処理額 △17,867  △5,775

 過去勤務債務の費用処理額 △2,909  △414

 その他（注１） 16,685  18,916

 キャッシュバランス型年金制度に係る退職給付費用（注２） 187,638  199,628

（注１）その他の金額は、主に当社への出向者分の退職給付費用であります。

（注２）当社からの出向者分の退職給付費用は、上記金額に含まれておりません。

 

(5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

  
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

 債券 48％  51％

 株式 23％  21％

 現金及び預金 29％  28％

 合計 100％  100％

 

②　長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構

成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

  
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

 主要な数理計算上の計算基礎    

 割引率 0.8％  0.4％

 長期期待運用収益率 0.9％  0.8％

 

３．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、第26期事業年度83,243千円、第27期事業年度80,539千円でありま

す。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第26期

（平成28年３月31日）
 

第27期
（平成29年３月31日）

（流動） (千円)  (千円)

繰延税金資産    

未払費用 55,785  19,008

未払事業税 －  10,802

賞与引当金 206,730  174,097

その他 13,825  2,084

繰延税金資産小計 276,341  205,992

評価性引当額 －  △205,992

繰延税金資産合計 276,341  －

繰延税金負債    

未収還付事業税 △15,889  －

繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 260,451  －
    
 
 

   

（固定） (千円)  (千円)

繰延税金資産    

賞与引当金 70,430  105,620

長期未払費用 82,638  106,580

その他有価証券評価差額金 14,822  －

その他 5,553  15,056

繰延税金資産小計 173,443  227,256

評価性引当額 △106,583  △227,256

繰延税金資産合計 66,860  －

繰延税金負債    

前払年金費用 △10,822  －

繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 56,038  －
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 
第26期

（平成28年３月31日）

 
第27期

（平成29年３月31日）

法定実効税率 33.06％  30.86％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 17.43％  68.83％

評価性引当額 2.46％  153.24％

住民税等均等割 1.09％  2.84％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 3.87％  －

その他 3.78％  △2.54％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.69％  253.23％
    

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

第26期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の

法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に開始する事

業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金

負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.06％から平成28年４月１日から平成30年３月31日に開始す

る事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86％に、平成30年４月１日以降に開始する事業年度

以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額は20,566千円減少し、法人税等調整額が同額増加しておりま

す。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第26期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

 

１．サービスごとの情報

     （単位：千円）

 投資信託委託業務
投資一任及び
投資助言業務

業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 11,803,978 6,734,573 1,030,380 217,644 19,786,577

 

２．地域ごとの情報

営業収益

  （単位：千円）

日本 その他 合計

15,580,299 4,206,277 19,786,577

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

第27期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

 

１．サービスごとの情報

     （単位：千円）

 投資信託委託業務
投資一任及び
投資助言業務

業務受託報酬 その他 合計

外部顧客への売上高 10,502,704 6,255,461 930,841 233,636 17,922,643

 

２．地域ごとの情報

営業収益

  （単位：千円）

日本 その他 合計

13,233,778 4,688,865 17,922,643

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

第26期（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）

親会社

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社

ＪＰモルガン・
アセット・マネ
ジメント（アジ
ア）インク

米国
ニューヨーク

１千米ドル 持株会社
被所有
直接
100％

役員の兼任
関係会社
等配賦経

費
377,572 未払費用 377,572

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

関係会社等配賦経費については、実際発生額に基づき負担しております。

 

子会社

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

JPMAMジャパ
ン・ケイマ
ン・ファン
ド・リミテッ
ド

英国領
ケイマン諸島
グランドケイ
マン

3,500千円

外国投資
信託の管
理会社と
しての業

務

所有
直接
100％

資金の貸借等
及び役員の兼
任

資金の貸付
（注）

25,937,000
関係会社
短期貸付金

5,569,000

資金の回収 24,566,000

受取利息 27,891 未収収益 2,217

配当の受取 290,000 － －

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期

間３ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。

 

兄弟会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

最終的な
親会社が
同一であ
る会社

JPMorgan Asset
Management
(UK) Limited

英国
ロンドン

24百万
ポンド

投資運用業 なし

投資の助言ま
たは投資一任
（当社からの
運用再委託）

調査費 1,136,095 未払費用 262,924

最終的な
親会社が
同一であ
る会社

ジェー・ピー・
モルガン・サー
ビス・ジャパ
ン・リミテッド
東京支店

東京都
千代田区

１千米ドル

不動産の
売買・賃
貸借およ
び総務の
代行業等

なし 総務の代行

敷金保証
金の預け
入れ

595,401 敷金保証金 595,401

事務所退
去費用の
預け入れ

30,481 未収入金 285,388

（注１）取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。

（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等

調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで

行っております。
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第27期（自平成28年４月１日　至平成29年３月31日）

子会社

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

JPMAMジャパ
ン・ケイマ
ン・ファン
ド・リミテッ
ド

英国領
ケイマン諸島
グランドケイ
マン

3,500千円

外国投資
信託の管
理会社と
しての業

務

所有
直接
100％

資金の貸借等
及び役員の兼
任

資金の貸付
（注）

17,226,000
関係会社
短期貸付金

4,010,000

資金の回収 18,785,000

受取利息 17,222 未収収益 2,403

配当の受取 465,000 － －

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は期

間３ヶ月であります。なお、担保は受け入れておりません。

 

兄弟会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

最終的な
親会社が
同一であ
る会社

JPMorgan Asset
Management
(UK) Limited

英国
ロンドン

24百万
ポンド

投資運用業 なし
投資の助言ま
たは投資一任

運用受託
報酬

1,436,993 未収収益 475,203

調査費 1,090,963 未払費用 314,255

最終的な
親会社が
同一であ
る会社

JF Asset
Management
Limited

香港
セントラル

60百万
香港ドル

投資運用業 なし
投資の助言ま
たは投資一任

運用受託
報酬

529,053 未収収益 346,130

最終的な
親会社が
同一であ
る会社

ジェー・ピー・
モルガン・サー
ビス・ジャパ
ン・リミテッド
東京支店

東京都
千代田区

１千米ドル

不動産の
売買・賃
貸借およ
び総務の
代行業等

なし 総務の代行
不動産賃
借料

26,070 敷金保証金 532,670

（注１）ジェー・ピー・モルガン・サービス・ジャパン・リミテッド東京支店に関するものを除き、取引金

額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。

（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬及び調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委

託契約を結んで行っております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

直接親会社　　　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（アジア）インク（非上場）

最終的な親会社　ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー（ニューヨーク証券取引所、ロンドン

証券取引所に上場）
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（１株当たり情報）

  
第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

 
第27期

（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

１株当たり純資産額  276,996.12円  271,307.93円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）  3,617.66円  △5,553.17円

　なお、当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。また、前事業年度の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

 

１株当たりの当期純利益の算定上の基礎

  
第26期

（自平成27年４月１日
至平成28年３月31日）

 
第27期

（自平成28年４月１日
至平成29年３月31日）

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△）  203,547千円  △312,448千円

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）  203,547千円  △312,448千円

普通株式の期中平均株式数  56,265株  56,265株
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

 

＜訂正前＞

（１）受託会社

（略）

②　資本金の額　　324,279百万円（平成28年３月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

 名　　　　称
資本金の額

（平成28年３月末現在）
事業の内容

　　（略）

 

（３）運用委託先の会社

名　　　　称
資本金の額

（平成28年３月末現在）
事業の内容

　　（略）

 

＜訂正後＞

（１）受託会社

（略）

②　資本金の額　　324,279百万円（平成29年３月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

 名　　　　称
資本金の額

（平成29年３月末現在）
事業の内容

　　（略）

 

（３）運用委託先の会社

名　　　　称
資本金の額

（平成29年３月末現在）
事業の内容

　　（略）
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成29年８月23日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒川　　進　　㊞

     

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山口　健志　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰＭ日本ＣＢファンドの平成29年１月13日から平成29年７月12日までの計算期間の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ

Ｍ日本ＣＢファンドの平成29年７月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成29年８月23日

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社  

 

 取　締　役　会　　御　中  

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒川　　進　　㊞

     

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山口　健志　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられているＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）の平成29年１月13日から平成29年７月12日までの計算期

間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ

Ｍ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）の平成29年７月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間

の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 
　　次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成29年６月15日 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社   

 取　締　役　会　御　中

 

 ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 荒　川　　　進

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山　口　健　志

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日ま

での第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び

その他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ

モルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成29年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度

の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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